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第１ 計画策定の趣旨 

沖縄県社会福祉協議会（以下、「本会」という。）では、平成１３年から「沖縄県社会福祉協議会２

１プラン」を定め、市町村社会福祉協議会（以下、「市町村社協」という。）や施設団体等への支援を

通して、本県の地域福祉の推進を図ってきました。 

平成２７年度は、平成２３年度から５か年計画として策定した「第３次沖縄県社会福祉協議会２１

プラン」が最終年度となったことから、引き続き本県の地域福祉を総合的・計画的に推進すべく、こ

の間の成果を踏まえた評価分析を行い、次期プランの策定に向けて本会のあるべき姿、新たな機能と

役割について検討を重ねてきました。 

社会情勢の変化に伴い大きな制度変革の時期を迎えている中、社会の要請に応じて、福祉サービス

の更なる向上並びに住民同士が相互に支え合う地域福祉活動の推進を目指し、平成２８年度からスタ

ートする「沖縄県社協 第４次地域福祉活動総合計画」（以下、「第４次総合計画」または「本計画」

という。）を策定いたしました。 

令和元年度には、第４次総合計画の前半３年間の取り組みについて中間評価を行い、総合企画委員

会での総括を踏まえ、中間見直しを実施しました。 

以下、本計画は中間見直し後の計画となります。 

第２ 計画の基本的な考え方 

本計画は、社協が地域の生活課題を把握し、住民参加によって解決する組織であることを踏ま

え、本県における地域福祉活動を総合的に推進していくことを目的とした、本会の事業活動と組織

の経営基盤強化の方向性を示すものです。 

なお、本計画は「沖縄２１世紀ビジョン」を踏まえつつ、平成２８年度からスタートする「沖縄

県地域福祉支援計画」と連動させながら進めていきます。 

第３ 計画の期間 

本計画の実施期間は、平成２８年度から令和３年度までの６年間とします。 

第４ 計画の進行管理と評価 

本計画の進行の管理については、毎年度、本会の常設委員会である総合企画委員会において進捗

状況の把握と取り組みについての評価を行い、理事会・評議員会へ報告します。 

また、計画の中間年度となる令和元年度には、中間見直しを行い、計画を推進します。 

なお、最終年度の令和３年度には、総合企画委員会において総括評価を実施するとともに、新た

な課題の整理を行い、次期計画を策定します。 

第１章 計画の策定にあたって 
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第１ 新たな福祉の流れと県社協 

①  本計画の前半となる３年間（平成２８年度から平成３０年度）においては、社会福祉法の改正

など変革の時期となりました。社会福祉法人制度改革を柱とする平成２８年の改正では、経営組

織のガバナンス強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化が図られるとともに、地域にお

ける公益的な取り組みが責務化されました。 

また、平成３０年の社会福祉法改正では、地域生活課題に対し住民を含む関係者が連携して解

決を図ることが示されたほか、市町村地域福祉計画の策定が努力義務化されました。そして、

「地域共生社会の実現」を福祉政策の基本コンセプトに位置づけ、介護保険法や障害者総合支援

法を改正するなど、その具現化に向けた制度改革が進められています。 

 

②   これまで本会では、市町村社協と協働し、地域住民、民生委員児童委員、ＮＰО、ボランティ

アなど多様な主体の参画のもと、ふれあい・いきいきサロンやミニデイサービス、見守り・生活

支援ネットワーク活動などの小地域福祉活動の推進に取り組んできました。 

また、ここ数年は自然災害が相次ぎ、本会としても「災害時社協相互応援協定」に基づき、市

町村社協と連携して県外の被災地へ職員派遣するなど、支援活動を実施してきました。 

このほか、第４次総合計画にもとづき、県内の福祉関係団体の参画のもと「THANKS（サン

クス）運動」をスタートさせたほか、権利擁護体制の強化、福祉人材の養成・定着・確保、社会

福祉法人による地域における公益的な取り組みの推進など、県内の福祉ニーズに対応する各種事

業の展開を図ってきました。 

 

③  しかし、全国と同様に県内でも、核家族化の進行による家族形態の変容や地域における相互の

助け合い機能の低下等を背景に、子どもの貧困をはじめ、生活困窮や虐待、孤立死、引きこもり

等も大きな生活課題となっております。 

本会が平成２５年度に実施した「民生委員・児童委員から見た地域の福祉課題」の調査結果か

らも、生活困窮の問題をはじめ、一人暮らし高齢者や障害者、若者の引きこもり等、地域との関

係の希薄化による社会的孤立の課題が浮き彫りになりました。 

また、全国では既に超高齢社会（総人口に占める６５歳以上の高齢者人口の割合が２１％を超

える）を迎えていますが、本県においても平成３０年３月に初めて２１％を超えるなど平成２８

年度の本計画開始時の推計より早く高齢化が進行しています。また、離島・小規模町村が多く存

在するという特性も抱えています。 

 

④  これらのことを踏まえ、本会には新たな福祉課題・生活課題に柔軟に対応できる福祉サービス

の確立や現行の制度では対応が困難なニーズに応える福祉サービス・活動の積極的な展開に向け

た調査研究・提言機能の発揮が求められています。 

今後とも、沖縄独自の風土や歴史、ユイマールやイチャリバチョーデーなどに象徴される助け

合いの福祉文化を守り、これまで各地域の実情に応じて取り組まれてきた小地域福祉活動を大事

にしながら、新たな課題解決に向けた支援体制、地域住民による支え合い体制の構築を図りま

す。加えて、より身近な地域における総合相談・生活支援機能のさらなる強化に向けて、様々な

機関・団体とのネットワークによる連携・協働した実践をこれまで以上に推進します。 

 

第２章 計画の構成 
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第２ 基本理念 

これらの役割を果たすべく、本会は、変化する社会情勢と住民の福祉課題や生活課題を的確に

把握し、 

「自立と共生」の理念に立ち、沖縄の福祉文化を創造しつつ、県民一人ひとりが共に支え合い、

安心して生活できる地域社会を形成していくため、県民並びにあらゆる関係者の参画と協働のも

と、地域福祉活動を総合的に推進します。 

－ キャッチフレーズ － 

「支え合い 安心して暮らせる地域社会をめざして」 
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第３ 基本目標 

第４次総合計画では、本県における福祉課題の解決を図るため、本会の取り組みを５つの課題

に整理し、計画的に着実に実施するため組織体制・財政基盤の強化とあわせて、「基本理念」と

６つの「基本目標」の下、２０の「推進項目」に整理し、各事業を実施します。 

－ 計画の基本的な枠組み － 

－ キャッチフレーズ － 

「支え合い 安心して暮らせる地域社会をめざして」 

基本理念 

 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 地域福祉の推進及び福祉文化の形成 

市町村社協、民生委員児童委員、ＮＰＯ団体、ボランティア、地域住民等の参画のもと

社会的孤立の解消・防止や災害時の対応力強化、見守り・生活支援ネットワーク活動のさ

らなる推進、小地域福祉活動の充実に向けた取り組みを強化します。 

あわせて、地域住民自らが主体的に関わる地域福祉を推進することにより、それぞれの

地域に根差した支え合いの福祉文化を創造していきます。 

基本目標２ 地域自立生活を支える福祉基盤づくり 

誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるように、各市町村社協における総合相談・

生活支援活動の強化をはじめ、包括的な権利擁護の充実に向けた取り組みを強化します。 

基本目標３ 福祉サービスの質の向上 

利用者等へ良質で安定的なサービスを提供するために、社会福祉法人・施設への支援を

強化し、福祉人材の養成、確保、定着に向けた取り組みを行うとともに、一般県民や介護

従事者への介護知識等の普及を推進します。 

基本目標４ 明るい長寿社会づくり 

高齢になっても、これまで培ってきた知識と経験を活かしながら地域活動の担い手とし

て主体的に社会とつながりを持ち、心身ともに健やかで生き生きと暮らしていけるよう

に、高齢者の生きがいと健康づくりの推進をはじめ、安定した生活を支えるための就労支

援に取り組みます。 

基本目標５ 企画広報・助成・提言活動の推進 

県内の福祉課題を解決するための調査研究、提言活動の強化、広報・啓発活動への取り

組みを強化します。また、社会福祉振興基金等の民間助成金を活用した県内の先駆的な活

動団体への助成を実施します。 

基本目標６ 組織体制・財政基盤の強化 

上記の５つの基本目標を達成するための土台として、組織体制・財政基盤の強化を図

り、経営の適正化と透明性の向上に取り組みます。 



 

6 

 

基本目標 推進項目 実施計画 

1. 地域福祉の推進及び福

祉文化の形成 

1. 地域福祉を担う市町村社

協活動強化への支援 

（1）小地域福祉活動の推進支援 

（2）コミュニティソーシャルワークの推進 

（3）地域福祉活動計画策定の推進 

（4）市町村社協の組織強化への支援 

2. THANKS（サンクス）運動

の展開 

（1）THANKS（サンクス）運動の推進 

（2）地域の社会資源連携による包括支援体

制づくりの推進 

（3）社会的孤立対策モデル事業の推進支援 

3. ボランティア・市民活動

の充実強化 

（1）市町村社協ボランティアセンターへの

支援 

（2）ボランティア・NPO 活動の推進支援 

（3）福祉教育・ボランティア学習の推進 

4. 民生委員・児童委員活動

の強化・支援 
（1）民生委員・児童委員活動の強化・支援 

5.災害時における危機管理

体制の強化 

（1）災害時における支援体制の整備と強化 

（2）災害時における支援活動の実施 

2. 地域自立生活を支える

福祉基盤づくり 

1. 生活困窮者等の自立に向

けた支援 

（1）総合相談・生活支援活動の充実強化 

（2）生活福祉資金貸付事業等の効果的な実

施 

2. 福祉サービス利用援助事

業（日常生活自立支援事

業の推進） 

（1）福祉サービス利用援助事業（日常生活

自立支援事業）の推進 

（2）成年後見制度の利用支援 

3. 運営適正化委員会の機能

強化 

（1）苦情解決体制の整備促進と機能強化 

（2）福祉サービス利用援助事業の適切な運

営監視 

4. 福祉サービスを必要とす

る矯正施設退所者への支

援 

（1）地域生活定着支援事業の実施 
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基本目標 推進項目 実施計画 

3. 福祉サービスの質の向

上 

1. 施設提供サービスの質の

向上 

（1）専門的な各種研修会等の推進 

（2）福祉課題解決に向けた取り組みの推進 

2. 社会福祉法人への支援 

（1）社会福祉法人・施設への支援 

（2）地域における公益的な取り組みの推進 

3. 福祉人材の養成・確保・定

着等の推進 

（1）福祉の仕事に関する普及啓発 

（2）福祉に関する資格取得のための支援 

（3）無料職業紹介事業等を通じた福祉人材

確保 

（4）福祉従事者の体系的な養成研修の実施 

（5）福祉従事者の育成・定着に向けた支援 

4. 介護技術等の普及による

介護意識の醸成 

（1）県民や介護従事者への介護知識・技術

の普及啓発 

（2）多様な福祉用具の普及 

4. 明るい長寿社会づくり 

1. 高齢者の生きがいと健康

づくりの推進 

（1）アクティブシニアの社会参加の促進と

生きがいづくり 

2. 高齢者の就労支援 （1）高齢者無料職業紹介事業の実施 

5. 企画広報・助成・提言活

動の推進 

1. 調査研究・企画活動の強

化 
（1）福祉問題の調査研究の計画的推進 

2. 福祉施策への提言・要請

活動の強化 
（1）福祉施策の立案・提言活動の推進 

3. 広報・啓発及び情報提供

機能の強化 

（1）福祉に関する広報・啓発及び情報提供

機能の充実 

4. 資金助成による活動支援

の推進 

（1）社会福祉振興基金助成事業の効果的な

運用 

（2）民間助成に関する情報提供と活用支援 

6. 組織体制・財政基盤の

強化 

1. 組織体制・財政基盤の強

化 

（1）組織体制の強化 

（2）経営の適正化と透明性の確保 

（3）財政基盤の強化 
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推進 

項目 

１ 
地域福祉を担う市町村社協活動強化への支援 

第３章 基本目標・推進項目 

基本目標１ 地域福祉の推進及び福祉文化の形成 

１．現状と課題 

① 少子・高齢化の進行や社会経済情勢の変化を背景に、住民同士のつながりや相互扶助機

能の低下が指摘される中、本会では、THANKS（サンクス）運動と連動し、市町村社協の

活動強化に向けた支援を通じて地域福祉の充実に取り組んできました。 

② 本県の小地域福祉活動の現状は、全ての市町村社協で高齢者等の居場所づくりが実施さ

れる一方、見守り・生活支援ネットワーク活動は約７割、小地域福祉推進組織の組織化に

取り組む社協に至っては約４割に留まっています。 

③ 本会では、小地域福祉活動の推進や社会的孤立対策のモデル事業の実施を通し、推進方

策の検討を行ってきましたが、引き続き市町村社協への支援や連携を通じて小地域福祉活

動の普及・促進を図る必要があります。 

④ また、コミュニティソーシャルワークの推進については、市町村社協においてコミュニ

ティソーシャルワーカーの配置促進による実践の普及など成果をあげていますが、体制面

での課題も抱えています。「沖縄県２１世紀ビジョン基本計画」においても「コミュニテ

ィソーシャルワーカーの育成・配置の推進」が位置付けられていることから、さらなる配

置促進や体制強化と併せ、職員の資質向上、活動の普及・促進が求められています。 

⑤ さらに、社会福祉法の改正により、市町村においては地域福祉計画の策定が努力義務化

されました。社協としては行政と連携して地域福祉を推進していくことが求められている

ことから地域福祉活動計画の策定を促進していく必要があります。県内の市町村社協にお

ける地域福祉活動計画の策定状況は半数に留まっており、特に小規模の町村離島社協の策

定率が低い状況にあることから、当該社協の実情に応じた策定支援などに取り組む必要が

あります。 

⑥ 一方、社会福祉制度改革等に伴い、公費削減等による市町村社協を取り巻く経営環境は

一段と厳しさを増していることから、引き続き経営基盤の強化に向けた支援に取り組むと

同時に、「社協職員行動原則」に基づき、市町村社協職員の資質向上に努め、その専門性

を高める必要があります。 

２．課題解決に向けた取り組み 

（1）小地域福祉活動の推進支援 

① 小地域福祉活動に関する調査研究の推進 

 小地域福祉活動の実態把握や推進方策の検討など、調査研究活動の取り組みを強化します。 
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数値目標項目 単位 
H26年度 

現状値 

H30年度 

目標値 

H30年度 

実績値 

R3 年度 

目標値 

推進項目１－(１) ヵ所／41

社協 

（％） 

12 

（29.2％） 

16 

（36.5％） 

17 

（41.4％） 

21 

（51.2％） 
小地域福祉推進組織の組織化に取

り組む市町村社協数・実施率 

推進項目１－(１) 
ヵ所／41

社協 

（％） 

28 

（68.2％） 

31 

（75.6％） 

31 

（75.6％） 

35 

（85.3％） 

見守り・生活支援ネットワーク活

動に取り組む市町村社協数・実施

率 

推進項目１－(２) 
ヵ所／41

社協 

（％） 

17 

（41.4％） 

22 

（53.6％） 

28 

（68.2％） 

41 

（100％） 

地区担当コミュニティソーシャル

ワーカーを配置している社協数・

配置率 

推進項目１－(３) ヵ所／41

社協 

（％） 

18 

（43.9％） 

21 

（51.2％） 

20 

（48.7％） 

28

（68.2％） 
地域福祉活動計画を策定済の市町

村社協数・策定率 

② 小地域福祉活動の普及促進 

 これまでの小地域福祉活動に関する調査研究の成果を踏まえ、市町村社協が行う小地域福

祉活動のさらなる普及促進、助言支援を強化します。 

（2）コミュニティソーシャルワークの推進 

① コミュニティソーシャルワークの調査研究の推進 

 本会に設置したコミュニティソーシャルワーク研究会において、コミュニティソーシャル

ワークの実態と課題を踏まえた推進方策の検討とともに、コミュニティソーシャルワーカー

の配置促進及び体制強化に向けた取り組みを推進します。 

② コミュニティソーシャルワーク実践の普及促進 

 コミュニティソーシャルワーカーの養成及び資質向上に向けた研修会を開催するほか、各

市町村社協等への助言・支援を通じてコミュニティソーシャルワーク実践の普及促進を図り

ます。 

（3）地域福祉活動計画策定の推進 

① 地域福祉活動計画の策定・評価・見直しに向けた支援 

 県と連携し、市町村における包括的な支援体制の整備に向けた支援に取り組むとともに、

地域福祉活動計画の策定率の低い小規模町村社協への必要な助言・支援を通じて、策定促進

を図ります。また、策定済社協に対しては、計画の評価や見直しに向けた支援を強化してい

きます。 

（4）市町村社協の組織強化への支援 

① 市町村社協の経営基盤強化に向けた支援 

 市町村社協に対する経営相談事業や巡回訪問、各種会議の開催や調査の実施を通じて、市

町村社協の組織強化に向けた支援を行います。 

② 市町村社協職員の資質向上への支援 

 市町村社協職員を対象としたテーマ別や階層別（初任・中堅・管理者等）の各種研修会の

開催を通じて、さらなる専門性の向上を図ります。 
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ＴＨＡＮＫＳ（サンクス）運動の展開 
推進 

項目 

２ 

１．現状と課題 

① 近年、社会とのつながりが希薄となる「社会的孤立」が大きな社会問題となっていま

す。本会が平成２５年度に民生委員児童委員を対象として実施した調査結果においても、

地域における孤立や生活支援の必要性が課題として挙げられており、その対策が急務とな

っています。 

② このような中、平成２９年度から「地域の人々が明るいネットワークを築き支え合う社

会の実現」をスローガンに、県内の１８の民間福祉団体及び学識経験者が推進団体となっ

た県民運動として「THANKS（サンクス）運動」がスタートしました。なお、運動の開始

に先駆けて平成２７年度から「社会的孤立対策モデル事業」を実施しています。 

③ 運動の推進を図るには、各推進団体の機能を活かした運動を展開することにより、社会

的孤立の解消・防止を図るとともに、県民の理解と参加のもと、県民運動として展開する

必要があります。 

④ また、運動の展開にあたっては、住民相互の支え合い体制の構築が図られるとともに、

住民と専門機関が連携し地域の課題に対応する仕組みづくりを推進すべく、運動の全市町

村への普及・啓発活動の充実に取り組まなければなりません。 

⑤ このほか、地域で子ども達が安心して集うことができ、見守りの役割を果たす場所とし

て、「子どもの居場所」が広がりをみせています。しかし、個別のノウハウや取り組みが

共有されにくい、学校や地域と連携がとれない等の課題があることから、居場所間や学

校、地域の支援者等とのネットワークを強化する必要があります。 

２．課題解決に向けた取り組み 

（1）THANKS（サンクス）運動の推進 

① 運動の推進体制の強化 

THANKS（サンクス）運動推進会議及び幹事会を開催し、各推進団体との連動のもと運動

を展開し、支え合いの仕組みづくりを推進します。 

また、県内各企業や団体等に対して、協賛団体等としての加入の呼びかけを行います。 

② 県民への広報・啓発活動の推進 

本会ホームページや広報誌において各地域での先駆的取り組み等の情報発信を行うととも

に講演会等を開催し、県民の運動への理解と参加促進を図ります。 

③ 県民への広報・啓発活動の推進 

市町村社協と連携し、先駆的な取り組みや好事例を積極的に発信するとともに、調査研究

や会議・研修会等の開催を通して、身近な地域における包括的な相談支援体制づくりを推進

し、運動の普及促進を図ります。 
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④ 社会福祉法人・施設の運動への参画の促進 

 各種別協議会との連携を図り、「県内社会福祉法人の地域における公益的な取り組み指

針」に基づき、社会福祉法人・施設の運動への参画を促進します。 

（2）地域の社会資源連携による包括支援体制づくりの推進 

① 「地域包括ケア」と連動した運動の推進 

保健・医療分野との連携強化を図り、「地域包括ケア」の推進と併せて THANKS（サンク

ス）運動の推進を図ります。 

② 子どもの居場所の活動の継続及び支援機能の充実に向けたネットワークの強化 

県内各地で展開されている子どもの居場所の活動を通して、地域における支え合い体制の

構築を目的に、県・市町村と連携し、居場所間、学校や地域の支援者等がゆるやかにつなが

る、ネットワークの構築に向けた取り組みを推進します。 

（3）社会的孤立対策モデル事業の推進支援 

① 社会的孤立対策モデル事業指定社協への支援 

誰もが安心して暮らしていけるような地域でのつながり、支え合い体制の仕組みづくりを

目指し、平成２７年度から実施している「社会的孤立対策モデル事業」指定社協への支援を

通して、地域住民や関係機関・団体との連携による総合的な支援体制づくりを進めます。 

② 市町村への社会的孤立対策モデル事業の成果の普及啓発 

「社会的孤立対策モデル事業」指定社協の先駆的な取り組みや好事例を積極的に発信する

とともに、各市町村で実践が展開されるよう支援し、各市町村における THANKS（サンク

ス）運動の推進を目指します。 
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ボランティア・市民活動の充実強化 
推進 

項目 

３ 

１．現状と課題 

① 近年の災害時におけるボランティア活動の高まりや、様々な分野・領域の社会的課題に

取り組む市民活動の広がりにより、誰もがボランティア・市民活動に参画できる機会が増

えつつあります。 

  また、NPO の社会的認知が高まる中、県内でも NPO 活動の裾野が広がりを見せ、福祉

や地域づくりの担い手としての役割を発揮しています。 

② 国の施策や THANKS（サンクス）運動においては、地域共生社会の実現に向けて、住民

主体による課題の解決力を強化し、市町村における包括的な相談支援体制を構築する取り

組みを推進するなど、ボランティア・市民活動に大きな期待が寄せられております。 

③ また、社会経験の豊富な高齢者が社会全体の担い手として、地域で活躍できる環境整備

が求められており、ボランティア・市民活動が高齢者の社会参加の選択肢として注目され

ています。 

④ 一方で、介護保険制度の見直しにより、ボランティア・市民活動が制度の中で位置づけ

られることとなりましたが、ボランティア活動の「自主性・自発性・主体性」が発揮でき

るよう活動を展開していくことが求められます。 

⑤ 市町村社協ボランティアセンターは、ボランティアコーディネートに留まることなく、

全ての住民の身近な相談窓口として、多様な関係機関との協働により、地域の生活課題を

解決していく役割が求められています。しかしながら、担当者の他業務との兼務などの機

能面や体制面の課題もあり、ボランティアセンターの設置が２０ヵ所に留まっていること

から、沖縄県ボランティア・市民活動支援センターによる助言・支援を充実・強化してい

く必要があります。 

⑥ また、ボランティア・ＮＰＯ団体への支援と活動しやすい環境整備を図るとともに、県

民に対するボランティア・市民活動の普及啓発を行い、参加促進に努めることも期待され

ています。 

⑦ さらに、地域の福祉課題を共有し、その解決に向けて協働して取り組むために、教育分

野が推進するコミュニティスクールや地域学校協働活動、福祉施設等と連携した福祉教育

の実践を通して、地域・学校における福祉教育・ボランティア学習の推進を図る必要があ

ります。 

２．課題解決に向けた取り組み 

（1）市町村社協ボランティアセンターへの支援 

① 市町村社協ボランティア担当職員の資質向上 

地域の多様な生活課題の解決に向けて、ボランティアコーディネートやプログラム開発、 
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数値目標項目 単位 
H26年度 

現状値 

H30年度 

目標値 

H30年度 

実績値 

R3 年度 

目標値 

推進項目３－(１) 
ヵ所 

（％） 

19 

（46.3％） 

21 

（51.2％） 

20 

（48.7％） 

28 

（68.2％） 
社協ボランティアセンター設置ヵ

所数（設置率） 

推進項目３－(２) 

件 748 800 834 890 
メールマガジン配信ヵ所数 

メールマガジンへの情報掲載数 件 507 580 376 650 

 

 

 

 

ボランティア人材の養成等を担う担当職員の資質向上を図ります。 

② 市町村社協ボランティアセンターの実態把握と運営支援 

市町村社協ボランティアセンターの実態把握を踏まえ、巡回訪問や地区社連会議等への職

員派遣を通じて、助言等を行い、市町村社協ボランティアセンターの設置促進及び機能強化

を図ります。 

（2）ボランティア・ＮＰＯ活動の推進支援 

① ボランティア・ＮＰＯ活動への支援と連携・協働の推進 

ボランティア・ＮＰＯ団体に対する相談支援、会議スペース貸し出し等の拠点機能を活か

した支援を行うとともに、県内の他の支援組織との協議を通じて、ボランティア・ＮＰＯ活

動のさらなる活性化に取り組みます。 

② ボランティア・ＮＰＯ活動の普及啓発及び参加促進 

ホームページやメールマガジン等の活用による活動情報や講習会の参加呼びかけ等の情報

発信に努め、ボランティア・ＮＰＯ活動のさらなる普及啓発と参加促進を図ります。 

③ ボランティアコーディネーターの支援及び育成 

ボランティアコーディネーターの資質向上に向けた研修会等を開催するほか、市町村社協

の主催会議への職員派遣や個別相談を通して、ボランティアコーディネーターの支援及び育

成に取り組みます。 

④ 県ボランティア・市民活動支援センターの機能強化 

県域の拠点として、ＮＰＯや行政、企業など多様な機関・団体とのネットワーク形成と協

働事業の推進、情報収集・発信に取り組むことにより、中間支援組織として機能強化を図り

ます。 

（3）福祉教育・ボランティア学習の推進 

① 地域・学校における福祉教育・ボランティア学習の推進と支援 

市町村社協や教育機関、自治会、ボランティア・ＮＰＯ団体など多様な機関・団体と連携

しながら、地域・学校における福祉教育・ボランティア学習の充実強化を図ります。 
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民生委員・児童委員活動の強化 
推進 

項目 

４ 

１．現状と課題 

① 住民の抱える生活課題や福祉課題は複雑・多様化しており、地域の最前線にあって地域福祉

活動を担う民生委員・児童委員の活動への支援が求められています。 

② 令和元年１２月の民生委員・児童委員の一斉改選における充足率は県全体で７７.４％（令和

元年１２月現在）となり、民生委員・児童委員のなり手確保はより一層厳しい状況であること

から、新たな担い手の確保が急務となっています。 

③ 平成２９年に全国民生委員児童委員連合会で示された「民生委員制度創設１００周年活動強

化方策」では、地域の実情を踏まえた地域版の活動強化方策の策定が求められており、地域共

生社会の実現や THANKS(サンクス)運動への取り組みの推進につながるよう、活動強化方策の

策定支援に取り組む必要があります。 

④ 民生委員・児童委員が地域福祉活動をより円滑で効率的に行えるよう、研修等を通じて民生

委員児童委員の資質向上を図ることや、今後も沖縄県民生委員児童委員協議会（以下、「県民

児協」という。）への組織運営の継続的な支援が求められています。 

２．課題解決に向けた取り組み 

（1）民生委員・児童委員活動の強化・支援 

① 県民児協の運営基盤強化と広報・啓発活動の支援 

民生委員・児童委員が各地域で福祉活動が円滑に展開できるよう、地域版 活動強化方策

の策定支援とともに県民児協運営の支援を継続して行います。 

また、民生委員・児童委員の充足率の向上に向けては、充足率が向上した市町村社協及び

民児協での取り組みの好事例を活用し、県や市町村行政への働きかけを行うほか、研究協議

等を通じて市町村社協及び市町村民児協との情報共有を図ります。 

併せて、THANKS（サンクス）運動や地域共生社会の実現に関連した民生委員・児童委員

が取り組む地域での活動状況等を広く県民へ周知し、民生委員・児童委員に対する理解を広

げます。 

② 資質向上のための各種研修会等の開催 

民生委員・児童委員が各地域において福祉活動を円滑に行えるよう、県民児協との連携の

もと、資質向上が図られるよう各階層区分に応じた研修会の開催支援を行うとともに市町

村、地区民児協の活動による研修の支援を行い、民生委員・児童委員の資質向上に取り組み

ます。 
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災害時における危機管理体制の強化 
推進 

項目 

５ 

１．現状と課題 

① 近年、台風や水害、地震、竜巻など、絶え間なく自然災害が発生しており、災害時には、地域

の中で様々な課題が出現することから、社協は地域のネットワークを総動員して被災者への支

援活動を行う必要があります。 

② 阪神大震災や新潟中越地震、東日本大震災等での被災者支援活動を経て、災害時における社協

の活動は社会的にも認められるとともに、重要な役割を担うこととなりました。 

③ また、災害時に被災者への支援を行う拠点となる「災害ボランティアセンター」の活動は、全

国で頻発する災害時の報道等により広く周知されています。 

④ 本会では、平成２５年度に「県内社会福祉協議会災害時相互応援協定」を締結以降、県・市町

村社協に災害応援担当職員を配置し、その養成に努めるなど、災害時における支援活動体制の

整備を進めてきました。 

⑤ さらに、市町村社協における「災害対応マニュアル」の策定支援や災害ボランティアセンター

の設置運営訓練の実施等を通して災害対応力の強化に取り組んできましたが、今後とも当該マ

ニュアルのさらなる策定促進や災害時の迅速な支援活動が図られるよう継続した支援が求めら

れています。 

⑥ 一方、本会における危機管理体制の強化に向けては、「災害救援マニュアル」の見直しをはじ

め、災害時においても必要な事業が機動的かつ柔軟に実施できる体制づくりの検討や、支援活

動に必要な資機材の整備を行う必要があります。 

⑦ また、災害発生後の避難所生活における肉体的・精神的疲労や不衛生などが原因で、避難後に

死亡する災害関連死が多数発生している現状を受け、その防止に向けた福祉専門職による要援

護者への支援体制の構築が求められています。 

２．課題解決に向けた取り組み 

（1）災害時における支援体制の整備と強化 

① 市町村社協における災害に備えた危機管理体制の強化 

災害時に市町村社協が迅速な支援活動ができるよう「災害対応マニュアル」の策定支援に

取り組むとともに、「災害ボランティアセンター設置・運営訓練」等を通して、災害ボラン

ティアセンター応援担当職員の養成を図ります。 

② 災害時に備えた関係機関・団体との連携・協働の推進 

「災害時における災害ボランティアセンター運営に関する関係機関連絡会」を開催し、県

社協、市町村社協、社会福祉施設が迅速な要援護者避難、被災者支援にあたることができる

よう社会福祉施設間や行政、ＮＰＯ、企業等の関係機関との連携・協働の促進など、災害支

援体制の強化を図ります。 
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数値目標項目 単位 
H26年度 

現状値 

H30年度 

目標値 

H30年度 

実績値 

R3 年度 

目標値 

推進項目５－(１) ヵ所/ 

41 社協 

（％） 

7 

（17） 

15 

（36.6） 

14 

（34.1） 

20 

（48.8） 
市町村社協における災害対応マニ

ュアル策定ヵ所数（策定率） 

推進項目５－(１) 

人 － － － 100 
災害派遣福祉チーム員登録者数 

 

 

 

 

 

③ 沖縄県災害時福祉支援体制の構築 

一般避難所における被災者の二次被害の防止のため、福祉専門職で構成される「沖縄県災 

害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴおきなわ）」〈※１〉のチーム員の養成を行い、災害時における

要援護者等への支援体制の構築を図ります。 

〈※１〉ＤＷＡＴ ＝ Ｄisaster Ｗelfare Ａssistance Ｔeam 

災害時に要配慮者へのアセスメントや福祉避難所等への誘導、避難所における生

活支援等を行うため、支援チーム員として登録した介護福祉士や社会福祉士、保

育士等が活動を行う災害派遣福祉チーム 

④ 本会における災害に備えた危機管理体制の強化 

大規模災害時等の緊急事態に備え、本会の「災害救援マニュアル」の見直しを始め、事業

継続計画（ＢＣＰ）〈※２〉の策定に取り組みます。併せて、平常時からの意識向上を目指し

た職員研修の実施や支援活動に必要な資機材の整備を図ります。 

〈※２〉事業継続計画（ＢＣＰ＝ Business Continuity  Plan） 

災害等リスクが発生した時に重要業務が中断しないように、また、万一事業活動が中断

した場合でも、目標復旧時間内に重要な機能を再開させ、業務中断に伴うリスクを最低

限にするために、平時から事業継続について戦略的に準備しておく計画 

（2）災害時における支援活動の実施 

① 被災者及び被災地に対する支援 

県内での発災時には、速やかに必要な情報収集を行い、被災者及び被災地の市町村社協に

対し、迅速かつ的確な支援活動を行います。 

また、被災後は、福祉サービス利用者へのサービス提供が迅速に継続できるよう、県内の

社会福祉施設・団体と連携し、被災施設の支援を行います。 

県外における発災時には、全社協からの要請や九州ブロック社協災害時相互応援協定に基

づき被災地等への支援を行います。 
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基本目標２ 地域自立生活を支える福祉基盤づくり 

生活困窮者等の自立に向けた支援 
推進 

項目 

１ 

１．現状と課題 

① 県内の完全失業率は改善傾向にあるものの、離職・転職の繰り返しや雇用期間の短い非正規雇

用が多い等といった現状があり、貧困の連鎖を防ぐ意味からも失業者や低所得世帯への支援は

ますます重要な課題となっております。 

② 全国的には、ホームレスや引きこもり、多重債務者や家計管理等に課題がある等の生活困窮者

への支援や、子どもの貧困対策に向けた取り組みが急務となっています。近年では、相談・支

援内容の複雑化、深刻化により、専門職の深い関わりが重要となるケースも出ており、国で

は、平成３０年に生活困窮者自立支援法を改正し、生活困窮者の自立支援強化を図りました。 

③ 社協では、住民からの各種相談に応じる総合相談・生活支援機能などを活かし、新たな生活支

援サービスの創出や様々な機関・団体とのネットワークの構築（プラットフォーム）による連

携・協働した効果的な活動を推進し、生活困窮者への「切れ目のない支援」の仕組みづくりに

取り組む必要があります。 

④ 生活福祉資金貸付事業については、福祉事務所や生活困窮者自立支援機関、民生委員児童委員

等による継続的な相談援助を実施することで、世帯の自立に向けたセーフティネットの一つと

して、今後とも期待されています。一方、市町村社協における貸付から償還までの継続的な支

援体制の充実と、併せて適切な債権管理体制及び悪質滞納世帯への対応を強化する必要があり

ます。 

⑤ 平成２８年度から児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業が制度化され、本会においても

児童養護施設や里親会、児童相談所等の関係機関・団体による連携のもと、児童養護施設等退

所者の就職や進学後の安定した生活基盤を築き、円滑な自立を支援することが求められていま

す。 

２．課題解決に向けた取り組み 

（1）総合相談・生活支援活動の充実強化 

① 市町村社協における総合相談・生活支援機能の充実・強化 

調査研究や研修会等の開催を通じて、社協における総合相談・生活支援活動のより一層の強

化を図ります。 

② 生活困窮者の自立支援に向けた関係機関・団体との連携強化 

社協機能を活かした生活困窮者の自立支援を図るため、生活困窮者自立支援法に基づく事業

実施団体や福祉事務所、福祉事業所などの関係機関・団体との連携強化に取り組みます。 
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数値目標項目 単位 
H26年度 

現状値 

H30年度 

目標値 

H30年度 

実績値 

R3 年度 

目標値 

推進項目１－(２) 

件 848 1,037 555 600 貸付制度の周知と利用の促進 

（生活福祉資金貸付件数） 

推進項目１－(２) 

件 377 320 215 185 債権管理及び滞納世帯の自立支援

の強化（長期滞留債権の発生件数） 

 

  

（2）生活福祉資金貸付事業等の効果的な実施 

① 貸付制度の周知と利用の促進 

市町村社協が地域に出向き必要とされる支援に取り組むアウトリーチ等による相談援助や民生

委員・児童委員による戸別訪問の際に貸付ニーズの掘り起こしと適切な利用促進が図られるよ

う、市町村社協職員や民生委員・児童委員に対し丁寧な制度説明を実施します。 

また、生活困窮者自立支援法に基づく事業実施団体、福祉事務所や公共職業安定所等の関係

機関との連携による支援の強化並びに円滑な申請・審査の実施を図ります。 

さらに、パンフレットやホームページ等を活用して広く県民へ本事業の周知を図ります。 

② 債権管理及び滞納世帯の自立支援の強化 

市町村社協、民生委員児童委員との連携のもと、生活福祉資金滞納世帯の状況を把握し、生

活困窮者自立支援事業の活用等を個々の状況に応じた継続的な支援による償還指導の実施で、

長期滞留債権の発生件数を低減させます。 

一方、行方不明者の調査活動の強化や、悪質な長期滞納世帯に対しては、顧問弁護士の活用

等を行い適切な債権管理の強化に努めます。 
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福祉サービス利用援助事業 

（日常生活自立支援事業）の推進 

推進 

項目 

２ 

１．現状と課題 

① 認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が不十分な状態にあっても地域生活を継続で

きるよう支援を行う本事業は、利用ニーズが高く、平成３１年３月末現在、６５５人の利用者

がおり、今後も利用者数の増加が予想されます。 

② 住民により身近な市町村において利用できる仕組みづくりを図る観点から、令和元年度より、

事業実施形態を基幹型方式から全市町村型へ移行しましたが、引き続き市町村社協における事

業実施体制の充実強化を図る必要があります。 

③ 本事業の利用者の中には、判断能力の低下に伴い支援継続が困難な方が相当数存在しており、

成年後見制度への円滑な移行を図る等、本事業と同制度による切れ目のない権利擁護体制の構

築が社協に期待されています。 

④ 一方、成年後見制度利用促進法（平成 28 年 5 月施行）及び成年後見制度利用促進計画（平成

29 年 3 月閣議決定）を踏まえ、市町村は同制度の利用促進に関する基本計画の策定及び中核機

関設置による地域連携ネットワークづくり等に努めることとされています。 

⑤ 利用者の判断能力が低下しても本事業や成年後見制度を利用し、安心して地域生活が送れるよ

う、市町村社協における法人後見制度導入の推進や行政との連携・強化による権利擁護事業の

充実を図ることが求められています。 

２．課題解決に向けた取り組み 

（1）福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）の推進 

① 増加する利用希望者に対応するための事業実施体制の構築 

年々増加する利用希望者との迅速な契約締結、並びに待機者の解消を図るべく、市町村社協

への助言・支援を強化する体制を構築します。 

また、市町村段階における権利擁護体制の構築に向けた施策の充実強化について県や市町村

に対して要請を行います。 

② 生活支援員確保、養成の取り組み強化 

利用者へのサービスを提供する生活支援員の確保、養成に向けて市町村社協と連携し取り組

みを強化します。 

③ 事業従事者の資質向上のための取り組み強化 

専門員・生活支援員の資質向上に向けた研修会や連絡会等を継続して開催します。 
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数値目標項目 単位 
H26年度 

現状値 

H30年度 

目標値 

H30年度 

実績値 

R3 年度 

目標値 

推進項目２－(１) 

人 578 718 655 845 日常生活自立支援事業の実利用者

数 

推進項目２－(１) 

人 170 210 154 240 
生活支援員数 

推進項目２－(２) 

件 68 100 130 190 
成年後見制度への移行件数（累計） 

 

 

  

（2）成年後見制度の利用支援 

① 関係機関と連携・協働した成年後見制度の利用促進 

本事業の利用者で、成年後見制度への移行が必要な方については、市町村や関係機関と連携

し、円滑な移行支援が図れるよう取組みを推進します。 

また、法人後見事業の実施や中核機関の受託等成年後見制度利用促進に向け各市町村社協に

よる権利擁護推進の取組みについても、必要な助言や情報提供等各種支援を行います。 

② 市町村社協における日常生活自立支援活動の強化 

本事業及び成年後見制度に繋がるまでの間利用できる、市町村社協実施による日常的金銭管

理事業や緊急一時預かり支援事業等の普及を積極的に推進します。 
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運営適正化委員会の機能強化 
推進 

項目 

３ 

１．現状と課題 

① 福祉サービス利用者等からの苦情相談件数は年々増加傾向にあり、相談内容も複雑多岐にわた

っていることから、事業所段階における苦情解決体制の整備を進めてきました。今後は、円滑

な苦情解決を図るために、苦情解決の仕組みを活用した取り組みを強化していくことが求めら

れています。 

② また、「福祉サービス利用援助事業」が適切に提供されるよう、引き続き事業実施社協への運

営監視に努めるとともに、令和元年度から日常生活自立支援事業が全市町村社協で実施された

ことから、効果的で適正な運営監視を実施する必要があります。 

２．課題解決に向けた取り組み 

（1）苦情解決事業の整備促進と機能強化 

① 苦情受付担当者や解決責任者、第三者委員による苦情解決体制の整備及びその効果的な運用促

進 

福祉サービス事業者段階において適切な苦情解決が図られるよう、適宜調査による実態把握

を行い、研修会や巡回指導、その他必要な事業の推進を通じて、苦情受付担当者や解決責任

者、第三者委員の設置などの苦情解決体制の整備に取り組んでいきます。 

また、円滑な苦情解決に向けて、苦情解決体制が効果的に活用されるよう福祉サービス事業

者に対する必要な助言・支援を行います。 

② 運営適正化委員会における苦情解決機能の充実 

相談員の専門性の向上を図るとともに、苦情解決部会を通じた助言・支援、関係機関との連

携による迅速且つ適切な苦情解決に取り組んでいきます。 

（2）福祉サービス利用援助事業の適切な運営監視 

① 福祉サービス利用援助事業の実施社協に対する運営監視 

利用者の権利擁護を目的とした福祉サービス利用援助事業の適切な運営を確保するための運

営監視業務を推進します。 

また、日常生活自立支援事業を全市町村で実施することに伴い、効果的な運営監視のあり

方、調査内容や方法等について運営監視部会にて検討し、適切な運営監視の実施に努めます。 



 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福祉サービスを必要とする矯正施設退所者への支援 
推進 

項目 

４ 

１．現状と課題 

① 矯正施設に入所している人たちの中には、福祉的支援を必要とする高齢者や障害者が多く、退

所後の円滑な地域生活への移行を支援するために、平成２４年に全都道府県に地域生活定着支

援センターが設置されました。 

② 沖縄県においては本会が受託し、退所後の住居の確保や福祉・医療サービス等の調整を行うな

ど、地域の中で自立した日常生活や社会生活を営むことができるように支援を行ってきまし

た。 

③ 一方、本県における刑法犯の認知件数・検挙人員は年々減少傾向にあるものの、平成 30 年度

の検挙人員に占める再犯者人員の比率（再犯者率）は全国ワースト２位となっています。沖縄

県では再犯の防止を図るため、令和元年度中に「沖縄県再犯防止推進計画」を策定することに

なっております。今後は同計画をもとに、福祉や司法機関等の官民協働による支援体制の構築

を図ることが求められています。 

④ 福祉サービス等の利用が必要な矯正施設退所者については、地域生活定着支援事業により地域

生活の基盤づくりを支援するとともに、今後も引き続き関係機関とのネットワークを構築し、

支援体制の充実強化を図る必要があります。 

２．課題解決に向けた取り組み 

（1）地域生活定着支援事業の実施 

① 生活基盤の確保・拡大 

刑務所等の矯正施設に入所中の段階から福祉的支援が必要な高齢者や障害者の地域での自立

生活の基盤整備や住居確保、福祉・医療サービスの手続き等を行ない、社会復帰について支援

します。 

② 個別支援ネットワークの構築 

矯正施設や保護観察所、更生保護施設等の司法機関との連携を図るとともに、全国・九州の

地域生活定着支援センターとの情報共有等を含む連携の強化を進めます。また、社協のネット

ワークを生かし、福祉事務所、高齢者施設及び障害者施設、医療機関等と連携・協働して支援

体制の充実・強化に努めます。 
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基本目標３ 福祉サービスの質の向上 

施設提供サービスの質の向上 
推進 

項目 

１ 

１．現状と課題 

① 介護保険制度や障害者福祉、保育分野を中心に法律や制度改革が進行する中、サービス利用者

のニーズに適切に対応する良質で安定的なサービスを提供するために、従事者の資質向上に向

けた研修会の充実が求められます。 

② また、社会福祉法人及び社会福祉施設においては、ニーズを的確に捉え、福祉課題の共有化を

図りながら、その解決に向けた取組み及び関係機関とのさらなる連携強化が必要になってきま

す。 

２．課題解決に向けた取り組み 

（1）専門的な各種研修会等の推進 

① 課題・問題別の専門的な研修の実施 

本会では、各種別協議会の主体的な運営を支援し、併せて課題・問題別の専門的な研修を推

進することで、従事者のスキル及び専門性を高め、福祉サービスの質の向上を図ります。 

（2）福祉課題解決に向けた取組みの推進 

① 事業活動展開における課題・問題の解決に向けた取組み 

社会福祉施設において良質なサービスが提供できるよう、施設種別ごとに調査研究や検討会

議を行い、課題解決に向けた研修会や県及び市町村行政への予算や施策に関する要請等を行い

ます。 

② 福祉課題の共有化と共通課題の解決に向けた取組み 

全種別合同調査の実施や種別協議会会長会議の開催により、種別横断的な共通課題を把握

し、情報の共有化と連携強化を図りながら、協働してその解決に向けた取組みを促進します。 

③ 関係機関・団体との連携強化 

全国、九州ブロックの会議や研修会への参加、各種委員会へ委員を派遣し情報収集、情報を

共有しながら、関係団体と連携強化を図ります。 
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社会福祉法人への支援 
推進 

項目 

２ 

１．現状と課題 

① これまで社会福祉法人・施設は、社会福祉事業の主たる担い手として、高い公益性・非営利性

を持ちながら、福祉サービスの提供により利用者やその家族を支えてきました。また、民間法

人として経営の自主性・自律性を発揮しながら、地域住民のニーズに柔軟に応えるため公益的

な活動も行い、信頼と期待に応えてきました。 

② 平成２８年の社会福祉法の改正により、社会福祉制度改革が進められています。社会福祉法

人・施設にはこれまで以上に経営組織のガバナンスの強化や事業運営の透明性の向上、財務規

律の強化等が求められています。 

③ 併せて、社会福祉法人の地域における公益的な取り組みが責務となりました。本会においても

各種別協議会との連携のもと「沖縄県内社会福祉法人の地域における公益的な取り組み指針」

及び「同推進計画」を作成し、地域住民の福祉・生活課題に対する相談・支援体制の整備を図

っています。 

２．課題解決に向けた取り組み 

（1）社会福祉法人・施設への支援 

① 経営強化に向けた事業の実施 

本会では、社会福祉法人の基盤強化と安定経営のために情報の共有化や 連携強化を図り、

人事・労務管理等社会福祉法人を取り巻く情勢に対応した研修会を開催します。 

② 事業運営の透明性の向上に向けた支援 

本会では、社会福祉法人のガバナンスの強化やホームページによる財務諸表の公表等を推進

して事業運営の透明性を確保することにより、社会福祉法人が県民の理解と信頼を得られるよ

う支援します。 

（2）地域における公益的な取り組みの推進 

① 地域ニーズに対応した柔軟かつ効果的な公益的な取り組みの推進 

各社会福祉法人に対して地域における公益的な取り組みの周知を図り、社会福祉法人・施設

の持つ専門性を活用して地域住民の多様なニーズに柔軟に対応した公益的な取り組みを促進し

ます。 

あわせて、THANKS（サンクス）運動と連動し、福祉施設等における相談窓口の設置や市町

村社協等の関係団体を含む法人間連携の強化を図る等、地域住民の福祉・生活課題の把握や解

決につなげる等の取り組みを進めます。 
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福祉人材の養成・確保・定着等の推進 
推進 

項目 

３ 

１．現状と課題 

① 少子高齢化の進展による労働人口の減少に加え、福祉・介護サービスの需要の高まりに伴う慢

性的な福祉人材不足が大きな課題となっています。本県においても、団塊の世代が７５歳を迎

える令和７年度（２０２５年度）末まで必要な介護職員が約４,５００人不足するとの需給推計

が出されています。 

② 福祉人材の確保に向けては、平成２９年度からの離職した介護福祉士の届出制度への活用を図

るなど介護人材の需給ギャップへの対応が求められています。 

③ また、共働き夫婦等の増加に伴い、保育園（所）へ入所を希望しても入れない児童（以下、待

機児童）が多く課題となっています。待機児童の解消のために保育園（所）の増設や保育士の

確保が必要となっています。 

④ さらに、複雑多様化している福祉ニーズへ対応する福祉従事者に対して、体系的な研修の機会

を確保すると共に、福祉分野の資格取得希望者への支援を通してその専門性を高める必要があ

ります。 

⑤ 併せて福祉従事者のキャリア形成を支援し、職場個々での定着支援はもとより本県における福

祉業界全体の定着支援に向けた取り組みが期待されています。 

２．課題解決に向けた取り組み 

（1）福祉の仕事に関する普及・啓発 

① 学生及び求職者に対する啓発活動の推進 

福祉人材のすそ野を拡げるために学生を対象とした福祉の仕事に関する講座を実施するとと

もに、福祉系養成校や求職者に対しての就職ガイダンスを実施します。併せて、「介護等体験

事業」を通した教員を目指す学生に対する啓発活動を行い、福祉の仕事に関する普及・啓発活

動の充実を図ります。 

② 施設・事業所と求職者等の出会いの場の拡充 

求職者の就労に対する不安解消やキャリアアップの具体的なイメージを持てるよう福祉施設

見学ツアーを実施するとともに、福祉の職場説明・面接会の開催により、求人事業所と求職者

との対話の機会を設け、福祉の仕事に対する理解を深め、人材の確保につなげます。 
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数値目標項目 単位 
H26年度 

現状値 

H30年度 

目標値 

H30年度 

実績値 

R3 年度 

目標値 

推進項目３－(１) 

回 15 35 38 
県内小中高

校の 1割 

50 
福祉の仕事入門教室の実施 

推進項目３－(１) 

回 29 35 24 40  
福祉の仕事就職ガイダンスの実施 

推進項目３－(１) 

人 181 280 113 380 福祉の職場説明・面接会における

来場者数 

推進項目３－(１) 
人 

（累計） 
― 

70 

（250） 

46 

(128) 

80  

（490） 福祉の職場見学ツアーの参加者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値目標項目 単位 
H26年度 

現状値 

H30年度 

目標値 

H30年度 

実績値 

R3 年度 

目標値 

推進項目３－(２) 
人 

（累計） 
205 

81(Ｈ29※) 

（468） 

270 

(1,144) 

270 

（1,954） 
介護福祉士等修学資金貸付事業に

おける貸付数 

推進項目３－(２) 
人 

（累計） 
150 

100 

（620） 

594 

(1,564) 

340 

（2,584） 
保育士修学資金貸付事業における

貸付数 

推進項目３－(２) 

人 181 280 113 380 介護支援専門員実務研修受講試験

対策セミナーにおける受講者数 

 

 

 

 

（2）福祉に関する資格取得のための支援 

① 修学資金等貸付事業を通じた福祉人材養成・確保の推進 

県補助金を受けて介護福祉士等修学資金貸付事業及び保育士修学資金等貸付事業を実施し、

資格取得の支援等を図り、人材確保につなげます。 

② 介護支援専門員の養成 

沖縄県の指定試験事業者として、今後とも介護支援専門員実務研修受講試験を公正かつ適正

に実施します。 

③ 対策セミナー等の実施による資格取得支援 

福祉分野の国家資格等を目指す受験者に対し、対策セミナー等を実施し資格取得の支援を図

ります。特に、研修機会が少ない離島地区におけるセミナー等の実施・充実を図ります。 

さらに、福祉事業者の福利厚生センターへの加入促進による職員の福利厚生の充実を図り、

福祉人材の定着を促進します。 

（3）無料職業紹介事業等を通じた福祉人材確保 

① 福祉人材無料職業紹介事業による福祉人材確保の推進 

無料職業紹介事業や職場体験事業を通じて、求人・求職者への相談対応を行い、就職斡旋の

強化を図ります。 
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数値目標項目 単位 
H26年度 

現状値 

H30年度 

目標値 

H30年度 

実績値 

R3 年度 

目標値 

推進項目３－(３) 

％ 0.93 1.00 1.06 1.25 
年間求人数に対する採用率（注１） 

※（注１）Ｈ26 年度採用率／採用人数（108 人）÷求人数（11,670 人）×100＝0.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値目標項目 単位 
H26年度 

現状値 

H30年度 

目標値 

H30年度 

実績値 

R3 年度 

目標値 

推進項目３－(５) 

ヵ所 ― 110 90 230 
『沖縄県の福祉・介護分野におけ

る人材育成ガイドライン』活用施

設・事業所数 

推進項目３ー(５) 
ヵ所 

（人） 

110 

（3,470） 

120 

（4,100） 

112 

（3,973） 

130 

（4,740） 
福利厚生センター加入法人数・加

入職員数 

 

 

② 福祉人材確保に関する調査 

福祉従事者の採用状況等に関する調査を行い、福祉人材確保に関する現状及び課題等の把握

を行い、福祉人材確保の推進につなげます。 

（4）福祉従事者の体系的な養成研修の実施 

① 福祉従事者等に対する研修の充実及び体系化の構築 

福祉従事者等が、多様化するニーズに対応し、利用者等に対する支援が円滑に行えるよう

に、それぞれの専門知識・技術の習得に向けた研修の実施を行います。 

また、本会で実施する研修を体系化し、全社協が開発した「福祉職員キャリアパス対応生涯

研修課程」の実施を通じて福祉従事者等のキャリアパスを推進します。 

（5）福祉従事者の育成・定着に向けた支援 

①施設・事業所における人材育成・定着促進に向けた支援 

福祉事業者が、適切な人材を安定的に確保できるよう、人材確保・育成に関するセミナーを

開催し、福祉人材育成体制の向上を図ります。 

また、県が策定した『沖縄県の福祉・介護分野における人材育成ガイドライン』の活用・普

及について、各種別協議会と連携し、必要に応じて専門家に繋げるなど、必要な支援を図りま

す。 

特に、平成３０年度から令和２年度においては、人材育成・定着に関する制度導入促進事業

を通して、介護保険法に基づく介護サービス事業所・施設のより良い職場環境づくりを促進

し、介護職員の定着、離職防止を図ります。 

さらに、福祉事業者の福利厚生センターへの加入促進による職員の福利厚生の充実を図り、

福祉人材の定着を促進します。 
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数値目標項目 単位 
H26年度 

現状値 

H30年度 

目標値 

H30年度 

実績値 

R3 年度 

目標値 

推進項目４－(１) 
人 

（回） 

1,699 

（42） 

1,850 

（23） 

450 

（23） 

640 

（11） 県民向け介護講座等の参加者数 

推進項目４－(１) 
人 

（回） 

238 

（14） 

260 

（18） 

301 

（18） 

360 

（16） 従事者向け講座等の参加者数 

 

 

 

 

 

 

数値目標項目 単位 
H26年度 

現状値 

H30年度 

目標値 

H30年度 

実績値 

R3 年度 

目標値 

推進項目４－(２) 

人 2,202 2,480 1,589 2,700 
展示場等見学者数 

介護技術等の普及による介護意識の醸成 
推進 

項目 

４ 

１．現状と課題 

① 本県の要介護認定者は、令和元年７月現在で５８,０００人を超え、今後もさらに増えること

が予想されています。 

② 介護が必要な高齢者の地域生活を支えるため、介護に携わる人の介護知識や介護技術を高める

とともに、多様な福祉用具の普及、介護に対する県民の理解を広めていくことがより必要とな

っています。 

２．課題解決に向けた取り組み 

（1）県民や介護従事者への介護知識・技術の普及啓発 

① 一般県民及び家族介護者への介護知識・技術講座等の実施 

各種講座や講演会の実施、福祉用具の説明を通じて、一般県民及び家族介護者へ介護知識・

技術の普及を図り、介護に対する理解を広めます。 

② 介護従事者への介護知識・技術講座等の実施 

介護業務上における身体上の負担軽減および介護の質の向上につなげるため、介護従事者に

対し、福祉用具を活用した介護技術講習等を行います。 

（2）多様な福祉用具の普及 

① 展示場等を活用した福祉用具普及と相談・助言 

常設展示場等を活用した多様な福祉用具の説明案内や相談への対応や福祉機器展を開催し、

広く県民へ福祉用具の使用方法や介護知識の普及を推進します。 
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基本目標４ 明るい長寿社会づくり 

高齢者の生きがいと健康づくりの推進 
推進 

項目 

１ 

１．現状と課題 

① 令和元年現在の本県の高齢化率は、全国と比較して低い状況にありますが、今後確実に上昇し

ていくことが見込まれています。 

② 高齢者が心身共に健やかで主体的に社会とのつながりを持ちながら、いかに充実した生活を持

続させていくかが各々のライフステージにおける大きな課題となっています。 

③ 高齢者が生きがいを持って健康保持、社会参加に取り組めるよう、スポーツやレクリエーショ

ン、文化活動等の機会の提供やニュースポーツの啓発普及を行ってきました。また、かりゆし

長寿大学校などをとおして地域活動の担い手を養成し、平成 24 年度より卒業生の地域における

活動の支援を目的に地域活動推進事業を実施してきました。 

④ 様々な知識や経験を持つ高齢者が、意欲的に地域活動の担い手として活動できるように、市町

村社協をはじめ県老人クラブ連合会などの関係機関・団体と連携の強化を図るとともに、さら

に活動の支援や学習の機会の充実を図る必要があります。 

２．課題解決に向けた取り組み 

（1）アクティブシニア（意欲的に活動する高齢者）の社会参加の促進と生きがいづくり 

① 高齢者のスポーツ・文化活動の推進 

明るい長寿社会の実現に向けて、高齢者の社会参加が意欲的で、より一層充実したものとな

るよう、高齢者の生きがいと健康づくりを推進するため、親しみやすいスポーツ、レクリエー

ションや文化活動の普及に努めます。 

② アクティブシニアの養成 

さらに、高齢者がアクティブシニアとして地域活動の担い手になってもらうために、学習の

機会の提供と充実を図ります。 

③ 高齢者の社会参加の促進のための市町村社協や関係機関・団体との連携強化 

高齢者がスムーズに地域活動を取り組めるよう、市町村社協、をはじめ県老人クラブ連合会

などの関係機関・団体との連携を強化します。 
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数値目標項目 単位 
H26年度 

現状値 

H30年度 

目標値 

H30年度 

実績値 

R3 年度 

目標値 

推進項目１－(１) 

人 2,748 2,900 3,170 3,300 沖縄ねんりんピック競技参加者数

（関連行事含） 

推進項目１－(１) 

件 820 900 690 1,000 
ニュースポーツ用具貸出件数 

推進項目１－(１) 

点 278 330 300 380 
美術展作品出展数 

推進項目１－(１) 

人 2,876 3,000 2,986 3,300 
美術展開催による一般参加者数 
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※（注１）Ｈ26 年度採用率／採用人数（74 人）÷求人数（551 人）×100＝13.4 

 

 

  

数値目標項目 単位 
H26年度 

現状値 

H30年度 

目標値 

H30年度 

実績値 

R3 年度 

目標値 

推進項目２－(１) 

人 13%（74） 14％ 9％ 15％ 
年間求人数に対する採用率（注１） 

高齢者の就労支援 
推進 

項目 

２ 

１．現状と課題 

① 高齢者の就労については、高年齢者雇用安定法に基づき、年金受給開始までの期間、継続して

就労できるよう整備が進められていますが、定年前の離職や年金収入のみでの生計維持が厳し

い単身世帯などが増えています。 

② 高齢者無料職業紹介事業を実施しているなかでも、生計維持や生活費補助のために就労を希望

する求職登録者の割合が増えています。 

また、７０歳以上の求職登録者が約３割（内、４割は７５歳以上）となっており、求職者の高

齢化が進んでいます。 

③ 就労斡旋において、警備や清掃業務などの分野の求人件数は増えていますが、求職者の希望条

件等とのミスマッチが生じており、求職者のニーズを踏まえた求人開拓や高齢者の就労支援を

行っている他の専門機関・団体等との連携が必要となっています。 

２．課題解決に向けた取り組み 

（1）高齢者無料職業紹介事業の実施 

① 高齢者無料職業紹介事業を通じた就労支援 

老後の生活を支える上で高齢者の就労支援は重要であり、高齢者を対象とした無料職業紹介

事業を実施し、ハローワークやシルバー人材センター等との連携強化を図ります。 

また、求職者の希望条件（就労時間等）に合わせた求人開拓や、就職後の不安解消のため、

事前の職場見学・体験ができるよう支援し、就労斡旋のミスマッチの解消に取り組みます。 
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基本目標５ 企画広報・助成・提言活動の推進 

調査研究・企画活動の強化 
推進 

項目 

１ 

１．現状と課題 

① 調査研究活動は、社協に求められる重要な役割の一つです。本会としても、県民の福祉・生活

課題や福祉事業を展開する上での課題等を把握し、効果的な課題解決のための事業展開、政策

提言活動へと繋げていく必要があります。 

② 総合企画委員会を始め各部署における調査研究活動の活性化を図り、必要に応じて各部署横断

的なプロジェクトチームを構成するなど、課題の把握から解決に向けて柔軟な実施体制づくり

が求められます。 

③ また、第４次総合計画の評価や見直しを行い、常に県民のニーズに対応した事業を展開してい

く必要があります。 

④ 近年、国連が採択した「持続可能な開発目標（SDGｓ）〈※３〉」の推進に社会全体が取り組み

を進めています。本会においても各種事業を通じて、SDGｓの理念である「誰一人取り残さな

い社会」の実現にどのように貢献できるかについて検討にするとともに、地域福祉の推進につ

なげていく視点も重要です。 

 

２．課題解決に向けた取り組み 

（1）福祉問題の調査研究の計画的推進 

① 総合企画委員会や各部署における調査研究活動の推進 

県内の福祉課題を把握するため、総合企画委員会や、各部署での調査研究活動の取り組みを

強化します。 

また、複数の部署にまたがる福祉課題や、先駆的な取り組みが必要な事案については、局内

にプロジェクトチームを設置するなど、柔軟な実施体制づくりに努めます。 

浮かび上がった課題については、関係機関との連携のもと、新たな事業の開発や政策提言を

行うなど、解決に向けた取り組みを進めます。 

さらには、定期的に第４次総合計画の評価や見直しを行い、県民ニーズに対応した事業を実

施します。 

SDGｓの掲げる「誰一人取り残さない社会」の実現は、THANKS（サンクス）運動の方向性

と軌を一にするものであることから、本会事業を通じて SDGｓの推進に貢献するとともに、

SDGｓの推進に取り組む企業・団体との連携や広報啓発活動の強化につなげられるよう研究を

進めます。 

〈※３〉持続可能な開発目標（SDGｓ＝ Sustainable Development  Goals） 

2015 年に国連で採択された文書で、17 のゴール（グローバル目標）と 169 のターゲット

（達成基準）が盛り込まれ、2030 年までの達成を目指すこととしています。 
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福祉施策への提言・要請活動の強化 
推進 

項目 

２ 

１．現状と課題 

① 本会では、予対協と連携し、福祉施策の改善や制度の拡充を求めて運動を行ってきました。し

かし、国や地方自治体の緊縮財政が続く中、より効果的な提言・要請活動を展開していくこと

が求められています。 

② そのためには、予対協の各部会との連携を強化し、要請・提言項目に関する調査研究のあり方

や要請活動の進め方等について、引き続き検討・見直しを行っていくことが必要です。 

２．課題解決に向けた取り組み 

（1）福祉施策の立案・提言活動の展開 

① 予対協との連携強化をはじめとした効果的な提言・要請活動の推進 

予対協に設置される社協・民児協部会や老人福祉施設、保育施設など施設種別ごとに構成さ

れる７つの部会との連携を強化し、そのスケールメリットを活かした効果的な提言・要請活動

を推進します。 

また、効果的な提言・要請活動を展開するために、提言・要請事項に関する調査研究のあり

方や項目の重点化等の検討を行うとともに、行政機関等への情報の提供・共有を進めます。 

② 県等の各種審議会・委員会への参画を通じた政策提言 

県等の各種審議会・委員会に積極的に参画し、県民ニーズに基づいた施策の実現に向けて提言し

ます。 
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広報・啓発及び情報提供機能の強化 
推進 

項目 

３ 

１．現状と課題 

① 一人ひとりが共に支え合い、安心して生活できる地域社会を形成していくためには、県民の福

祉活動への参画が不可欠です。そのため、県民への啓発活動を推進し、効果的な広報活動を展

開していく必要があります。 

② また、本会は昭和２６年（１９５１年）１１月１日に沖縄群島社会福祉協議会として設立さ

れ、令和３年（２０２１年）１１月１日で創立７０周年の節目を迎えることから、７０周年記

念事業を実施します。 

２．課題解決に向けた取り組み 

（1）福祉に関する広報・啓発及び情報提供機能の充実 

① 広報紙・ホームページ・各種大会・社会福祉ライブラリー等を通じた情報発信の強化 

県民へ広く社会福祉についての関心、理解を広げるため、制度の動向をはじめ、先駆的・先

進的な活動や取組み、本会の各種事業を広報誌、ホームページ等で紹介するなど、広報活動を

拡充していきます。 

また、社会福祉の動向や課題等について、多くの県民の理解を得られるよう、県社会福祉大

会等を通じて、積極的な啓発活動に取り組みます。 

さらに、社会福祉ライブラリーでは、蔵書の充実を図り、情報の提供・発信の強化を図りま

す。 

② ７０周年記念事業の実施 

これまでの組織等の変遷や活動を顧みつつ、本会の使命や役割等を再認識することと併せ、

社会福祉の向上を図ることを目的に、創立７０周年記念事業として、記念誌「沖縄県社協７０

年のあゆみ（仮称）」の発刊、「沖縄県社会福祉協議会創立記念式典（第６４回沖縄県社会福祉

大会）」等を実施します。 
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資金助成による活動支援の推進 
推進 

項目 

４ 

１．現状と課題 

① これまで、県内の民間福祉団体や NPO 等財政基盤の脆弱な団体の活動の支援として、申請事

業の必要性や有効性等を勘案し、助成を行ってきました。 

② また、時代に即した福祉ニーズや地域の多様な福祉ニーズに対応するため、先駆的開拓的な取

り組みを行う団体への支援として独自の地域福祉活動モデル事業を設けて助成を行ってきまし

た。 

③ 申請団体・事業の固定化が見える中、助成金を必要としている団体に広く情報発信の強化を図

る必要があるとともに、公的制度では対応できない公益的活動への助成を推進していく必要が

あります。 

④ 申請団体の要望に応えていくためには、社会福祉振興基金の運用果実の確保増のための効率的

な資産運用を図る必要があります。 

⑤県内の民間福祉団体や NPO 等財政基盤の脆弱な団体の活動の支援として、社会福祉振興基金

の資金助成の効果的運用とあわせて、各種民間助成の利活用による活動支援は今後も推進して

いく必要があります。 

２．課題解決に向けた取り組み 

（1）社会福祉振興基金助成事業の効果的な運用 

① 申請事業の適正な審査の資金助成による活動支援 

県内の民間福祉活動の育成及び強化を図るため、社会福祉振興基金の適正な審査と効果的な

運用を行い、民間福祉団体や NPO 等財政基盤が脆弱な小規模団体の福祉活動の支援に努めま

す。 

② 先駆的開拓的な地域活動モデル事業への活動支援 

時代に即した福祉ニーズや地域の多様な福祉ニーズに対応するために、先駆的開拓的活動や

公的制度では対応できない公益的活動に対し、助成事業を通して活動の支援を行います。 

（2）民間助成に関する情報提供と活用支援 

① 民間助成に関する各種情報提供及びその活用に向けた支援 

県内の福祉関係機関・団体に対し、各種民間助成に関する情報をホームページ等を活用して

情報発信するとともに、助成団体への申請に係る推薦の調整・協力を通じて、助成金の活用に

向けた支援を行います。 
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基本目標６ 組織体制・財政基盤の強化 

組織体制・財政基盤の強化 
推進 

項目 

１ 

１．現状と課題 

① 平成３０年度末現在、本会の会員数は、１,２５９団体・個人で、第４次総合計画の期間３か

年間で、６３の増となりました。今後とも、県民のニーズに即した事業展開を図るために、社

会福祉とその関連分野に限らず会員の拡大を図り、広く県民の参画を得て、事業展開を図る必

要があります。 

② また、社会福祉法人の在り方が問われている中で、法人としての経営の適正化や透明性の向上

が強く求められており、そのためにも、理事会、評議員会の活性化や機能強化及び適正な監査

体制の整備を図ることが必要です。 

③ さらに、多様なニーズに対応した事業を展開していくためには、事務局体制の強化が必要で

す。現在、本会は、（運営適正化委員会を含め）９つの部署を設置し、職員も９０名近くを配置

しております。国の進める「働き方改革」により就労環境の改善に向けた対応が求められる

中、今後とも適正な人員配置、職員の確保や資質向上等、事務局体制の強化を図るとともに、

機能的で柔軟性を持った体制づくりが求められます。 

④ 県社協に求められる事業を推進し、それを支えるための安定的な組織経営を行うため、公費を

含め必要な自主財源を確保していくとともに、予算執行の適正化を図ることが必要です。 

２．課題解決に向けた取り組み 

（1）組織体制の強化 

① 会員の拡充 

広く県民の参画を得て本会の事業展開が図られるよう、各種会員の加入促進を図ります。 

② 理事会・評議員会機能の強化 

理事が主体的に本会の組織経営及び事業展開に参画できるよう、事業・財務に関する情報を

適切に提供します。 

また、評議員が本会の組織経営及び事業展開に対してそれぞれの専門性を生かした提言やチ

ェックが行えるよう、適切な情報提供に取り組みます。 

③ 業務推進体制の強化 

事務局職員に対しての研修の充実や、管理職員による指導・助言・相談体制の充実など、人

材育成の強化を図るとともに、適正な人員配置を行い、機動的かつ柔軟な事務局体制を構築し

ていきます。 
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また、職員が仕事にやりがいを持つと同時に、健康で業務にあたれるよう、社会保険労務士

や産業医などの専門家と連携し、適正な労務管理・安全衛生管理体制の充実を図ります。 

（2）経営の適正化と透明性の確保 

① 経営情報の適切な開示 

県民に信頼される組織経営を進めるため、現況報告書や財務諸表の適切な開示を行うととも

に、財務状況や事業概要等、より分かりやすい資料を作成・配布し、情報提供に取り組みま

す。 

② 適正な監査体制の整備 

会計基準等に則った適正な会計処理を行うため、法令遵守を徹底するとともに、顧問会計士

による定期的な訪問指導や中間監査の実施、出納事務に係るチェック体制の強化に取り組みま

す。 

（3）財政基盤の強化 

① 安定した事業費及び運営費の確保 

県民ニーズに対応した事業展開や組織経営の安定化を図るため、会費、寄付金、事業収入

等、必要な自主財源を確保していきます。 

また、県に対して新規事業の提案を行うなど公費の確保に向けた取り組みを推進します。 

なお、過去数年分の財政状況の分析を行い、中長期的な財政計画の策定を進めます。 

② 効率的な事業実施と適正な予算執行の推進 

事業及び予算の効率的な執行を図るため、事業の進捗状況及び予算執行状況について随時確

認を行います。 

また、各事業について評価・点検を行い必要に応じて事業のスクラップ＆ビルド、事務の合

理化を行うとともに、職員のコスト意識の向上を図ります。 
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関係資料集 
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計画策定の経緯 

１．計画策定の経過 

 日 程 内 容 

当
初
計
画 

平成２７年 

７月２２日 

第２回総合企画委員会 

・協議事項 

（１）第３次県社協２１プラン及び経営基盤強化計画 総括評価について 

（２）次期プラン策定に向けたスケジュールについて 

９月２４日 第３回総合企画委員会 

・会長から委員会への諮問 

・協議事項 

（１）第４次県社協２１プラン【仮称】骨子（案）について 

１０月２７日 第４回総合企画委員会 

・協議事項 

（１）第４次県社協２１プラン【仮称】素案について 

１１月２５日 第５回総合企画委員会 

・協議事項 

（１）第４次県社協２１プラン【仮称】素案について 

１２月２日 

  ２２日 

パブリックコメント（２日～１６日） 

第６回総合企画委員会 

・協議事項 

（１）第４次県社協２１プラン【仮称】案について 

１月１３日 

２１日 

総合企画委員会委員長から会長への答申 

県社協第３回理事会、第３回評議員会で承認 

『沖縄県社協 第４次地域福祉活動総合計画』策定 

※第４次総合計画の策定に向けて、事務局長以下、事務局次長及び各部・所長で構成される

「ワーキング会議」を全３０回開催し、検討を重ねました。 

改
定
計
画 

令和元年 

１１月７日 

第１回総合企画委員会 

・協議事項 

（１）沖縄県社協 第４次地域福祉活動総合計画 中間評価について 

１２月２日 会長から委員会への諮問 

令和２年 

１月１５日 

第２回総合企画委員会 

・協議事項 

（１）沖縄県社協 第４次地域福祉活動総合計画 中間見直しについて 

２月１８日 総合企画委員会委員長から会長への答申 

３月５日 

 １３日 

県社協第４回理事会にて承認 

県社協第３回評議員会にて承認 

『沖縄県社協 第４次地域福祉活動総合計画【改定計画】』策定 

※改定計画の策定に向けては、中間評価の段階から事務局長以下、各部・所長で構成される

「ワーキング会議」を開催し、評価を踏まえた見直しについて検討を重ねました。 
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沖縄県社会福祉協議会 総合企画委員会 委員名簿 

◎は委員長、○は副委員長（敬称略） 

１．当初計画の策定時（平成２８年１月現在） 

氏 名 役 職 名 

◎ 神 里 博 武 かみざと社会福祉研究所 主宰 

○ 竹 藤   登 沖縄県社会福祉士会 会長 

  新 川 善 昭 西原町社会福祉協議会 会長 

  玉 城 恒 夫 沖縄県民生委員児童委員協議会 副会長 

  伊 佐 智 樹 知的障害者更生施設グリーンホーム 施設長 

  小 阪   亘 みらいファンド沖縄 代表理事 

  玉 城   満 糸満市社会福祉協議会 事務局長 

  比 嘉 成 和 沖縄県社会福祉協議会 常務理事 

 

２．改定計画の策定時（令和２年３月現在） 

氏 名 役 職 名 

◎ 神 里 博 武 かみざと社会福祉研究所 主宰 

○ 竹 藤   登 琉球リハビリテーション学院 社会福祉学科長 

  平 川 崇 賢 うるま市社会福祉協議会 会長 

  伊 禮 正 昭 今帰仁村民生委員児童委員 

  伊 佐 智 樹 障害者支援施設グリーンホーム 施設長 

  小 阪   亘 みらいファンド沖縄 代表理事 

  石 川   健 八重瀬町社会福祉協議会 事務局長 

  鈴 木   良 琉球大学法文学部 人間科学科 准教授 

  真栄城   守 沖縄県子ども生活福祉部 福祉政策課 課長 

  嘉 陽 孝 治 沖縄県社会福祉協議会 常務理事 
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社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会総合企画委員会 規約 

（設置） 

第１条 この規約は、社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会（以下「本会」という。）委員会規程第７条に基

づき、本会の総合企画委員会（以下「委員会」という。）に関する必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 委員会は、本会の定款第２条に規定する事業を推進するための活動計画の策定、進行管理、評価

等を行うことを目的とする。 

（委員） 

第３条 委員会に委員若干名を置く。 

２ 委員は次の各号の一に該当するものについて、本会会長がこれを委嘱する。 

（１）市町村社会福祉協議会の役職員 

（２）社会福祉施設・団体の役職員 

（３）行政機関の職員 

（４）学識経験者 

（５）本会会長が認めた者 

（役員） 

第４条 委員会に正副委員長、各１名を置く。 

２ 正副委員長は、委員の互選とする。 

３ 委員長は委員会を代表し、副委員長は委員長に事故あるときには、これを補佐する。 

（任期） 

第５条 委員会の委員の任期は、２年とし、再選を妨げない。 

２ 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（招集） 

第６条 委員会は、少なくとも年１回招集しなければならない。 

２ 委員会の招集は、本会会長がこれを行い、会議の議長は委員長がこれにあたる。 

（部会等） 

第７条 委員会に、必要に応じて部会やワーキング・グループを設置するものとし、その設置要綱等は、

本会会長が別に定める。 

（事務局） 

第８条 委員会の事務は、本会でこれを処理する。 

（運営細則） 

第９条 委員会の運営に関する事項については、委員会の協議による。 

 

附 則 

 この規約は、昭和６１年６月１８日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成２１年９月１７日から施行する。 



 

 


